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則

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
五
号

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
」
を
「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四

条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十

五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ

り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金

額
）
、
地
方
税
法
」
に
、
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
」
を
「
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第

一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
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合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
受
け

た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と

離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と

あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と

読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当
す
る
所
得
割
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
割
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
税
義
務
者
（
同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
が
百

二
十
五
万
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
同
項
第
十
二
号
中
「
妻
と

死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で

政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻

を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
寡
婦
」
を
「
当
該
控
除
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
寡
婦
」
の

下
に
「
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た

後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を

「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
お
い
て
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
三
項
に
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の

規
定
は
、
平
成
三
十
年
八
月
以
後
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

年
七
月
以
前
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
分
寺
市
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

国
分
寺
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
先
行
筆
界
点
測
量
、
街
区
細
部
図
根
測
量
、
地
籍
図
根
多
角
測
量
、

現
況
（
地
形
）
測
量
及
び
復
元
測
量
）

三

測
量
の
区
域

国
分
寺
市
並
木
町
三
丁
目
及
び
北
町
三
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
都
市
再
生
本
部
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
都
市
再
生
本
部

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

大
田
区
羽
田
空
港
一
丁
目
及
び
羽
田
空
港
二
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
一
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七

号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

久
我
山
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

杉
並
区
久
我
山
一
丁
目
三
番

中
層
耐
火

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

久
我
山
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１１
号
棟
）

同
右

同
右

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

長
房
北
ア
パ
ー
ト

（
６９
号
棟
）

八
王
子
市
長
房
町
七
百
十
九
番
地

同
右

三
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

長
房
北
ア
パ
ー
ト

（
７０
号
棟
）

同
右

同
右

三
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

長
房
第
２
ア
パ
ー
ト

（
２７
号
棟
）

八
王
子
市
長
房
町
三
百
四
十
一
番

地

同
右

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

長
房
第
２
ア
パ
ー
ト

（
２８
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

二
八
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
平
成
三
十
年
十
二

月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

町
屋
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

荒
川
区
町
屋
五
丁
目
七
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

二
九
、
五
〇
〇
円

五
七
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
四
、
四
〇
〇
円

六
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

四
〇
、
七
〇
〇
円

七
九
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
九
、
一
〇
〇
円

九
五
、
八
〇
〇
円

上
石
神
井
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

練
馬
区
上
石
神
井
四
丁
目
二
十
一

番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
六
戸

三
〇
、
五
〇
〇
円

六
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

中
層
耐
火

同
右

一
五
戸

三
〇
、
五
〇
〇
円

六
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

高
層
耐
火

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
五
、
六
〇
〇
円

七
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

中
層
耐
火

同
右

五
戸

三
五
、
六
〇
〇
円

七
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

高
層
耐
火

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
二
、
一
〇
〇
円

九
三
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

中
層
耐
火

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

五
〇
、
六
〇
〇
円

一
一
二
、
一
〇
〇
円

宮
城
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１９
号
棟
）

足
立
区
宮
城
一
丁
目
十
七
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

二
八
、
〇
〇
〇
円

五
九
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
二
、
七
〇
〇
円

六
九
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

三
八
、
七
〇
〇
円

八
二
、
九
〇
〇
円

花
畑
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

足
立
区
花
畑
七
丁
目
十
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

二
七
、
九
〇
〇
円

七
一
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
二
、
六
〇
〇
円

八
二
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

三
八
、
六
〇
〇
円

九
八
、
三
〇
〇
円
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り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
五
号

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
条
例

第
百
三
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
六
号

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例
第
六

十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
平

成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

使
用
料
（
月
額
一
戸
に
つ
き
）

浮
間
一
丁
目
第
３
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

北
区
浮
間
一
丁
目
十
五
番

高
層
耐
火

六
八
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三
四
戸

九
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

六
九
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

一
〇
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

六
九
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三
四
戸

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
〇
・
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

一
〇
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
〇
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

一
〇
二
、
九
〇
〇
円

東
大
泉
一
丁
目
第
３
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

練
馬
区
東
大
泉
一
丁
目
三
番

中
層
耐
火

七
〇
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

九
六
、
三
〇
〇
円

島
根
二
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

足
立
区
島
根
二
丁
目
三
十
六
番

同
右

六
九
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

七
六
、
八
〇
〇
円

江
北
二
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

足
立
区
江
北
二
丁
目
二
十
二
番

同
右

六
九
・
八
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

八
三
、
八
〇
〇
円

調
布
柴
崎
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

調
布
市
柴
崎
一
丁
目
三
十
一
番
地

同
右

六
九
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

調
布
柴
崎
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

同
右

同
右

七
〇
・
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円

柳
沢
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

西
東
京
市
柳
沢
六
丁
目
四
番

高
層
耐
火

六
九
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
〇
戸

九
四
、
七
〇
〇
円

ひ
ば
り
が
丘
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

西
東
京
市
ひ
ば
り
が
丘
二
丁
目
二

番

中
層
耐
火

同
右

四
〇
戸

九
一
、
二
〇
〇
円

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
向
陽
台
六
丁
目
団
地

（
１
号
棟
）

稲
城
市
向
陽
台
六
丁
目
九
番
地

同
右

六
七
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

八
〇
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
三
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

八
七
、
五
〇
〇
円
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名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

使
用
料
（
月
額
一
戸
に
つ
き
）

高
輪
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

港
区
高
輪
一
丁
目
十
五
番

中
層
耐
火

七
九
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二
三
戸

二
〇
五
、
一
〇
〇
円

（
２
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

八
二
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三
戸

二
一
一
、
六
〇
〇
円

高
輪
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

同
右

高
層
耐
火

七
六
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

一
九
六
、
三
〇
〇
円

台
場
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

港
区
台
場
一
丁
目
三
番

同
右

六
五
・
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

一
三
八
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
〇
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

一
四
九
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
五
・
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三
戸

一
五
八
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
九
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

一
六
八
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

一
〇
三
・
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

二
一
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

一
〇
四
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

二
二
〇
、
〇
〇
〇
円

台
場
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

港
区
台
場
一
丁
目
五
番

同
右

五
八
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

一
二
二
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
六
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

一
六
〇
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

八
一
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

一
七
〇
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

九
〇
・
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

一
九
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

一
〇
七
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

二
二
四
、
九
〇
〇
円

両
国
シ
テ
ィ
コ
ア

墨
田
区
両
国
二
丁
目
十
番

同
右

五
六
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

九
八
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

六
〇
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

一
〇
六
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

六
三
・
七
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

一
一
一
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
五
・
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

一
三
一
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
五
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

一
三
二
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

九
一
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

一
五
八
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

九
一
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

一
五
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

九
一
・
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

一
五
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

九
一
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

一
五
八
、
九
〇
〇
円
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南
蒲
田
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１５
号
棟
）

大
田
区
南
蒲
田
一
丁
目
二
十
番

同
右

七
〇
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

一
三
四
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
一
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

一
三
六
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
四
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

一
四
一
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
四
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

一
四
三
、
一
〇
〇
円

井
草
三
丁
目
第
３
ア
パ
ー
ト

（
１８
号
棟
）

杉
並
区
井
草
三
丁
目
四
番

同
右

六
三
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

一
一
四
、
〇
〇
〇
円

西
台
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

板
橋
区
西
台
一
丁
目
十
五
番

中
層
耐
火

六
三
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

八
九
、
一
〇
〇
円

西
台
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３７
号
棟
）

板
橋
区
西
台
四
丁
目
四
番

同
右

七
一
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

一
〇
二
、
〇
〇
〇
円

豊
玉
北
六
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１１
号
棟
）

練
馬
区
豊
玉
北
六
丁
目
十
三
番

高
層
耐
火

五
八
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

一
〇
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

六
〇
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

一
〇
五
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
〇
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
四
戸

一
二
二
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

七
〇
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

一
二
二
、
五
〇
〇
円

大
谷
田
一
丁
目
第
４
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

足
立
区
大
谷
田
一
丁
目
十
四
番

中
層
耐
火

七
五
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

八
九
、
一
〇
〇
円

足
立
中
央
本
町
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

足
立
区
中
央
本
町
二
丁
目
十
三
番

高
層
耐
火

六
三
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

八
六
、
九
〇
〇
円

府
中
栄
町
二
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

府
中
市
栄
町
二
丁
目
一
番
地

中
層
耐
火

八
二
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

一
一
七
、
六
〇
〇
円

金
森
第
８
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

町
田
市
金
森
四
丁
目
八
番

同
右

七
〇
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

九
五
、
九
〇
〇
円

金
森
第
８
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

同
右

九
五
、
九
〇
〇
円

金
森
第
１１
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

町
田
市
金
森
東
三
丁
目
五
番

同
右

六
四
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

九
四
、
四
〇
〇
円

金
森
第
１１
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

同
右

九
四
、
四
〇
〇
円

町
田
小
川
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

町
田
市
小
川
五
丁
目
十
三
番

同
右

七
〇
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

一
〇
三
、
〇
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

豊
島
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

北
区
豊
島
三
丁
目
十
一

番

四
区
画

町
屋
五
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

荒
川
区
町
屋
五
丁
目
七

番

一
四
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
三
十
年

十
一
月
八
日

昭
島
市
中
神
町

字
東
新
畑
千
二

百
九
十
六
番
二
、

同
番
五
十
四
、

同
番
六
十
二
、

同
番
六
十
三
、

同
番
六
十
六
及

び
千
二
百
九
十

七
番
十
六
の
各

一
部

延
長三

四
・
九
七

幅
員

四
・
〇
〇

〜
六
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
三
十
年

十
一
月
八
日

昭
島
市
中
神
町

字
東
新
畑
千
二

百
九
十
六
番
二
、

同
番
六
十
二
、

同
番
六
十
六
、

同
番
六
十
九
及

び
千
二
百
九
十

七
番
十
六
の
各

延
長四

七
・
九
七

幅
員

四
・
〇
〇

国
立
北
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

国
立
市
北
三
丁
目
二
番
地

同
右

七
一
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

九
二
、
三
〇
〇
円

国
立
北
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

国
立
市
北
三
丁
目
一
番
地

高
層
耐
火

六
三
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

八
一
、
八
〇
〇
円

（
６
号
棟
）

国
立
北
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

一
戸

八
一
、
八
〇
〇
円

国
立
北
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
９
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

五
五
戸

八
一
、
八
〇
〇
円

保
谷
新
町
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２２
号
棟
）

西
東
京
市
新
町
五
丁
目
十
七
番

中
層
耐
火

同
右

一
戸

八
〇
、
二
〇
〇
円

関
戸
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

多
摩
市
関
戸
三
丁
目
二
番
地

高
層
耐
火

七
二
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

九
六
、
一
〇
〇
円
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一
部

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

武
蔵
村
山
市
緑
が
丘
千
四
百
六
十
番
一
、

同
番
五
か
ら
同
番
八
ま
で
、
千
四
百
八
十

五
番
一
、
同
番
四
か
ら
同
番
九
ま
で
、
千

五
百
九
十
九
番
二
、
同
番
四
、
千
六
百
十

番
、
同
番
二
か
ら
同
番
五
ま
で
、
千
六
百

十
九
番
一
、
同
番
五
か
ら
同
番
七
ま
で
、

千
六
百
三
十
八
番
、
千
六
百
六
十
六
番
、

千
六
百
七
十
五
番
一
、
同
番
三
、
同
番
四
、

千
六
百
七
十
九
番
一
、
千
六
百
九
十
一
番
、

千
六
百
九
十
三
番
一
、
同
番
七
か
ら
同
番

十
一
ま
で
、
千
七
百
三
十
二
番
一
、
同
番

三
か
ら
同
番
十
五
ま
で
、
千
七
百
五
十
七

番
六
、
千
七
百
九
十
三
番
、
千
八
百
五
十

八
番
三
、
千
八
百
五
十
九
番
一
、
同
番
三
、

千
九
百
十
三
番
四
、
同
番
九
か
ら
同
番
十

一
ま
で
、
千
九
百
十
九
番
、
同
番
二
か
ら

同
番
五
ま
で
、
千
九
百
七
十
七
番
、
同
番

二
、
同
番
三
、
千
九
百
八
十
七
番
一
、
同

番
三
、
千
九
百
九
十
三
番
一
、
同
番
八
、

二
千
番
一
、
同
番
五
及
び
同
番
六

平
成
三
十
年
十
一

月
八
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
（
立
川
市
錦

町
四
丁
目
六
番
三
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
一
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
第
四
条
の
十
三
第
二
号

に
規
定
す
る
知
事
が
認
め
る
機
関
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

認
定
し
た
機
関
の
名
称

一
般
財
団
法
人
日
本
品
質
保
証
機
構

二

代
表
者
の
氏
名

理
事
長

小
林

憲
明

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在

地

千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
二
十

五
番
地

四

認
証
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
二
十

五
番
地

Ｊ
Ｒ
神
田
万
世
橋
ビ
ル

五

認
定
年
月
日

平
成
三
十
年
十
月
十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
東
品
川

四
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
興
野
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
大
橋
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

ひ

物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
東
芝
町

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

港
区
元
赤
坂
一
丁
目
六
番
六
号

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

青
山

幸
恭

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申

出
に
基
づ
き
認
定
し
た
病
院
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

所

在

地

認
定
期
間

東
京
女
子
医
科
大
学

病
院

新
宿
区
河
田
町
八
番
一

号

平
成
三
十
年
十

二
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
三
年

十
一
月
三
十
日
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ま
で

独
立
行
政
法
人
地
域

医
療
機
能
推
進
機
構

東
京
山
手
メ
デ
ィ
カ

ル
セ
ン
タ
ー

同

区
百
人
町
三
丁
目

二
十
二
番
一
号

同
右

社
会
福
祉
法
人
賛
育

会
賛
育
会
病
院

墨
田
区
太
平
三
丁
目
二

十
番
二
号

同
右

医
療
法
人
財
団
岩
井

医
療
財
団
稲
波
脊
椎

・
関
節
病
院

品
川
区
東
品
川
三
丁
目

十
七
番
五
号

同
右

医
療
法
人
社
団
大
坪

会
三
軒
茶
屋
第
一
病

院

世
田
谷
区
三
軒
茶
屋
一

丁
目
二
十
二
番
八
号

同
右

東
京
都
立
松
沢
病
院

同

区
上
北
沢
二
丁

目
一
番
一
号

同
右

特
定
医
療
法
人
社
団

東
京
明
日
佳
東
京
明

日
佳
病
院

同

区
奥
沢
三
丁
目

三
十
三
番
十
三
号

同
右

一
般
社
団
法
人
至
誠

会
第
二
病
院

同

区
上
祖
師
谷
五

丁
目
十
九
番
一
号

同
右

医
療
法
人
社
団
愛
宝

会
浜
田
山
病
院

杉
並
区
浜
田
山
四
丁
目

一
番
八
号

同
右

医
療
法
人
社
団
静
山

会
清
川
病
院

同

区
阿
佐
谷
南
二
丁

目
三
十
一
番
十
二
号

同
右

医
療
法
人
社
団
瑞
雲

会
高
田
馬
場
病
院

豊
島
区
高
田
三
丁
目
八

番
九
号

同
右

医
療
法
人
財
団
明
理

会
明
理
会
中
央
総
合

病
院

北
区
東
十
条
三
丁
目
二

番
十
一
号

同
右

社
会
医
療
法
人
社
団

正
志
会
花
と
森
の
東

京
病
院

同
区
西
ケ
原
二
丁
目
三

番
六
号

同
右

社
会
医
療
法
人
社
団

正
志
会
荒
木
記
念
東

京
リ
バ
ー
サ
イ
ド
病

荒
川
区
南
千
住
八
丁
目

四
番
四
号

同
右

院医
療
法
人
財
団
同
潤

会
富
士
見
病
院

板
橋
区
大
和
町
十
四
番

十
六
号

同
右

医
療
法
人
社
団
明
芳

会
イ
ム
ス
記
念
病
院

同

区
常
盤
台
四
丁
目

二
十
五
番
五
号

同
右

公
益
社
団
法
人
板
橋

区
医
師
会
板
橋
区
医

師
会
病
院

同

区
高
島
平
三
丁
目

十
二
番
六
号

同
右

医
療
法
人
社
団
慈
誠

会
東
武
練
馬
中
央
病

院

同

区
徳
丸
三
丁
目
十

九
番
一
号

同
右

医
療
法
人
社
団
浩
生

会
浩
生
会
ス
ズ
キ
病

院

練
馬
区
栄
町
七
番
一
号

同
右

医
療
法
人
社
団
寿
英

会
内
田
病
院

足
立
区
千
住
二
丁
目
三

十
九
番
地

同
右

医
療
法
人
社
団
大
坪

会
東
和
病
院

同

区
東
和
四
丁
目
七

番
十
号

同
右

医
療
法
人
社
団
栄
悠

会
綾
瀬
循
環
器
病
院

同

区
谷
中
二
丁
目
十

六
番
七
号

同
右

医
療
法
人
財
団
慈
光

会
堀
切
中
央
病
院

葛
飾
区
堀
切
七
丁
目
四

番
四
号

同
右

医
療
法
人
社
団
昌
医

会
葛
西
昌
医
会
病
院

江
戸
川
区
東
葛
西
六
丁

目
三
十
番
三
号

同
右

医
療
法
人
社
団
徳
成

会
八
王
子
山
王
病
院

八
王
子
市
中
野
山
王
二

丁
目
十
五
番
十
六
号

同
右

医
療
法
人
社
団
三
友

会
あ
け
ぼ
の
病
院

町
田
市
中
町
一
丁
目
二

十
三
番
三
号

同
右

奥
多
摩
町
国
民
健
康

保
険
奥
多
摩
病
院

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
氷

川
千
百
十
一
番
地

同
右

公
立
阿
伎
留
医
療
セ

ン
タ
ー

あ
き
る
野
市
引
田
七
十

八
番
地
一

同
右

東
京
都
立
多
摩
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー

府
中
市
武
蔵
台
二
丁
目

八
番
地
の
二
十
九

同
右

東
京
都
立
小
児
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー

同

右

同
右

医
療
法
人
社
団
大
隅

会
森
本
病
院

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町

二
丁
目
二
番
五
号

同
右

保
谷
厚
生
病
院

西
東
京
市
栄
町
一
丁
目

十
七
番
十
八
号

同
右

医
療
法
人
沖
縄
徳
洲

会
武
蔵
野
徳
洲
会
病

院

同

市
向
台
町
三
丁

目
五
番
四
十
八
号

同
右

公
益
財
団
法
人
結
核

予
防
会
複
十
字
病
院

清
瀬
市
松
山
三
丁
目
一

番
二
十
四
号

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

淵
上
日
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
宮
下
町
二
十
六
番
二
地
先
か
ら
同
市

加
住
町
一
丁
目
百
七
十
一
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

淵
上
日
野

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
宮
下
町
三
百
四
十
八
番
二
地
先
か
ら

同
所
二
百
八
十
六
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

三
宅
循
環

二

変
更
の
区
間

三
宅
島
三
宅
村
坪
田
三
千
百
八
十
七
番
地
内
か

ら
同
所
三
千
百
四
十
七
番
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
三
十
一
号

東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条

例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
負
担
対
象
工
事
の
指

定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。平

成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



平成30年11月30日（金曜日）東 京 都 公 報（第16748号） ２２

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
４０５号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

２
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
教
育
の
認
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育

の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
。

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１２条

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
３０年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

渡
邊

佳
英

記

１
取
消
年
月
日

平
成
３０年

１１月
３０日

２
取
消
事
項

自
動
車
教
習
所
の
名
称
、

住
所
及
び
代
表
者
の
氏

名

運
転
免
許
取
得

者
教
育
に
使
用

す
る
施
設
の
名

称
及
び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
教

育
の
課
程
の
区
分
及

び
名
称

株
式
会
社
日
立
自
動
車

教
習
所

小
平
市
上
水
本
町
四
丁

目
１７番

３
号

代
表
取
締
役

荒
畑

忠
弘

日
立
自
動
車
教

習
所

小
平
市
上
水
本

町
四
丁
目
１７番

３
号

規
則
第
１
条
第
１
号

ペ
ー
パ
ー
ド
ラ
イ

バ
ー
教
育
課
程

規
則
第
１
条
第
２
号

二
輪
車
教
育
課
程

規
則
第
１
条
第
３
号

高
齢
者
講
習
同
等

課
程

規
則
第
１
条
第
５
号

安
全
運
転
教
育
課

程

公

告

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
辞
職
及
び
就
任
に
つ

い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
山
片
所
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長

萩
原
義
久
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
平
成
三
十
年
十
月
二
日
付
け
で
理

事
を
辞
職
し
、
同
日
付
け
で
理
事
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

辞
職氏

名

住

所

仲
岡

一
紀

東
大
和
市
狭
山
四
丁
目
千
五
百
二
十
四
番
地
の

十
九

二

就
任氏

名

住

所

南

佳
孝

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
桜
ケ
丘
三
丁
目
八
番
二
十

七
号

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


